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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号 

埼
玉
県
議
会
平
成
二
十
九
年
九
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
九
年
度
埼
玉
県
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 



 

      平成２９年度埼玉県一般会計補正予算（第３号） 

 平成２９年度埼玉県一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,829,323千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,867,509,134千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

9 

 

国 庫 支 出 金 

 

 

 

   159,641,647  2,829,323  162,470,970  

3 委 託 金  3,150,435  2,829,323  5,979,758  

歳 入 合 計  1,864,679,811  2,829,323  1,867,509,134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

2 総 務 費     87,630,775  2,829,323  90,460,098  

 

 

 

 

  7 選 挙 費  64,191  2,829,323  2,893,514  

歳 出 合 計  1,864,679,811  2,829,323  1,867,509,134  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
一
号 

 
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
特
に
優
良
な
図
書
と
し
て
、
次
の
と
お
り
推
奨

す
る
。 平

成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  



推
奨
番
号

対
象

書
名

著
者
名
等

発
行
所

一
五
一
〇

乳
幼
児

ぺ
ん
ぎ
ん
た
い
そ
う

齋
藤
槙
／
さ
く

福
音
館
書
店

一
五
一
一

乳
幼
児

か
げ
は
ど
こ

木
坂
涼
／
ぶ
ん
　
辻
恵
子
／
え

福
音
館
書
店

一
五
一
二

乳
幼
児

す
ず
め
く
ん
　
ど
こ
で
　
ご
は
ん
　
た
べ
る
の
？
　
マ
ル
シ
ャ
ー
ク
の
詩
よ
り

た
し
ろ
ち
さ
と
／
ぶ
ん
・え

福
音
館
書
店

一
五
一
三

乳
幼
児

み
つ
け
て
く
れ
る
？

松
田
奈
那
子
／
作

あ
か
ね
書
房

一
五
一
四

乳
幼
児

み
ん
な
に
ゴ
リ
ラ

高
畠
那
生
／
作

ポ
プ
ラ
社

一
五
一
五

小
学
校
低
学
年

ぼ
く
の
い
い
と
こ

ス
テ
ィ
ー
ヴ
・メ
ツ
ガ
ー
／
ぶ
ん
　
ジ
ャ
ナ
ン
・ケ
イ
ン
／
え
　
い
し
い
む
つ
み
／
や
く

少
年
写
真
新
聞
社

一
五
一
六

小
学
校
低
学
年

ト
ル
ー
シ
ー
・ト
ル
ト
ル
と
ト
ラ

ヘ
レ
ン
・ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
／
作
　
ふ
し
み
み
さ
を
／
訳

Ｂ
Ｌ
出
版

一
五
一
七

小
学
校
低
学
年

と
も
だ
ち
の
つ
く
り
か
た

た
か
い
よ
し
か
ず
／
さ
く

大
日
本
図
書

一
五
一
八

小
学
校
低
学
年

お
し
ろ
の
　
ば
ん
人
と
　
ガ
レ
ス
ピ
ー

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・エ
ル
キ
ン
／
ぶ
ん
　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・ド
ー
ハ
ー
テ
ィ
／
え
　
小
宮
由
／
訳
　

大
日
本
図
書

一
五
一
九

小
学
校
低
学
年

せ
な
か
の
と
も
だ
ち

萩
原
弓
佳
／
作
　
洞
野
志
保
／
絵 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

一
五
二
〇

小
学
校
中
学
年

ウ
ミ
ガ
メ
も
の
が
た
り

鈴
木
ま
も
る
／
作
・絵

童
心
社

一
五
二
一

小
学
校
中
学
年

３
０
０
年
ま
え
か
ら
伝
わ
る 

と
び
き
り
お
い
し
い
デ
ザ
ー
ト

エ
ミ
リ
ー
・ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
／
文
　
ソ
フ
ィ
ー
・ブ
ラ
ッ
コ
ー
ル
／
絵
　
横
山
和
江
／
訳

あ
す
な
ろ
書
房

一
五
二
二

小
学
校
中
学
年

逆
転
！
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル

三
輪
裕
子
／
作
　
石
山
さ
や
か
／
絵

あ
か
ね
書
房

一
五
二
三

小
学
校
中
学
年

夜
や
っ
て
く
る
動
物
の
お
医
者
さ
ん

高
橋
う
ら
ら
／
文

フ
レ
ー
ベ
ル
館

一
五
二
四

小
学
校
中
学
年

ぼ
く
の
つ
ば
め
絵
日
記

深
山
さ
く
ら
／
作
　
宮
尾
和
孝
／
絵

フ
レ
ー
ベ
ル
館

一
五
二
五

小
学
校
高
学
年

わ
た
し
は
樹
木
の
お
医
者
さ
ん

石
井
誠
治
／
著

く
も
ん
出
版

一
五
二
六

小
学
校
高
学
年

あ
か
り
さ
ん
、
ど
こ
へ
行
く
の
？

近
藤
尚
子
／
作
　
江
頭
路
子
／
絵

フ
レ
ー
ベ
ル
館

一
五
二
七

小
学
校
高
学
年

坂
の
上
の
図
書
館

池
田
ゆ
み
る
／
作  

羽
尻
利
門
／
絵

さ
・え
・ら
書
房

一
五
二
八

小
学
校
高
学
年

「水
辺
の
楽
校
」の
所
く
ん

本
田
有
明
／
著  

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

一
五
二
九

小
学
校
高
学
年

神
隠
し
の
教
室

山
本
悦
子
／
作
　
丸
山
ゆ
き
／
絵

童
心
社

              



 

一
五
三
〇

中
学
校

タ
イ
ム
ボ
ッ
ク
ス

ア
ン
ド
リ
・Ｓ
．
マ
グ
ナ
ソ
ン
／
著
　
野
沢
佳
織
／
訳

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

一
五
三
一

中
学
校

夜
間
中
学
へ
よ
う
こ
そ

山
本
悦
子
／
著

岩
崎
書
店

一
五
三
二

中
学
校

青
空
の
か
け
ら

Ｓ
・Ｅ
・デ
ュ
ラ
ン
ト
／
作
　
杉
田
七
重
／
訳

鈴
木
出
版

一
五
三
三

中
学
校

サ
ッ
カ
ー
な
ら
、
ど
ん
な
障
が
い
も
超
え
ら
れ
る

江
橋
よ
し
の
り
／
著

講
談
社

一
五
三
四

中
学
校

ぼ
く
と
ベ
ル
さ
ん
　
友
だ
ち
は
発
明
王

フ
ィ
リ
ッ
プ
・ロ
イ
／
著
　
櫛
田
理
絵
／
訳

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

一
五
三
五

高
校
・青
年

翻
訳
で
き
な
い
世
界
の
こ
と
ば

エ
ラ
・フ
ラ
ン
シ
ス
・サ
ン
ダ
ー
ス
／
著
　
前
田
ま
ゆ
み
／
訳

創
元
社

一
五
三
六

高
校
・青
年

透
明
な
力
を
　
災
後
の
子
ど
も
た
ち

河
北
新
報
社
／
編

東
京
書
籍

一
五
三
七

高
校
・青
年

花
が
咲
く
と
き

乾
ル
カ
／
著

祥
伝
社

一
五
三
八

高
校
・青
年

あ
し
た
の
君
へ

柚
月
裕
子
／
著

文
藝
春
秋

一
五
三
九

高
校
・青
年

本
バ
ス
め
ぐ
り
ん
。

大
崎
梢
／
著

東
京
創
元
社



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
二
号 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
春
日
部 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
字
下
柳
字
森
田
四
百
二
十
番
地
の
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
本
和
典 

 
 

 
 

 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 
外
計
百
十
三
者 

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

岡
崎
双
一 

 
 

 
 

 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

外
計
百
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
八
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
四
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
四
―
一
八
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
惣
新
田
字
菅
島
三
千
二
百
十
七
番
一 

外 

十
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
八
百
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
六
―
六
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
中
神
字
新
狭
山
九
百
八
十
一 

外
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
百
三
十
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
六
―
十
四
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
新
郷
四
百
六
十
九
番
一 

外
二
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
四
百
九
・
九
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
七
号 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立川の博物館大水車改修業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課文化財活用・博物館担当 埼玉県 

 さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年８月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社田中住建 長野県佐久市長土呂819番地２ 

５ 落札金額 

  114,998,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年６月27日 

 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

向 

田 
 

 

稔 
 

 
 

     



  
熊
谷
児
玉
線 

路 
 

線 
 

名 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
南
十
条
字
南
四
四
八

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
南
十
条
字

南
六
三
番
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
八
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
七
一
・
八
一
メ
ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

向 

田 
 

 

稔 
 

 
 

     



  
熊
谷
児
玉
線 

路 
 

線 
 

名 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
北
十
条
字
前
畑
七
九

九
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
南
十
条

字
南
四
四
八
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
八
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
二
五
二
・
五
二
メ
ー
ト
ル 

備  

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  
 



 

 

幸
手
停
車
場
線 

路 
 

線 
 

名 

幸
手
市
中
一
丁
目
四
四
一
八
番
二
二
地
先
か

ら
同
市
中
一
丁
目
四
四
一
八
番
二
二
地
先
ま

で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

七
・
六
五
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
八
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
二
四
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
二
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
大
谷
二
二
八
三
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
幸
町
四
番
十
六
号 

ハ
イ
ツ
飯
島
一
〇
二 

 
 

牛
島 

俊
一
郎 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
五
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人
北
友
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

フ
レ
シ
ー
ル
岩
槻 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

大
字
加
倉
百
九
十
番
地 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

平
成
二
十
九
年 

十
月
十
二
日
（
木
） 

午
前
十
時 

平
成
二
十
九
年 

十
月
十
日
（
火
） 

午
後
七
時 

日 
 

 

時 
選
挙
管
理
委
員
会
室 

庁
議
室 場 

 
 

所 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
つ
い
て 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
つ
い
て 

議 
 

 
 

 

題 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

岩 

﨑 
 

 

宏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

石 

井 

平 

夫 



１ 監査結果に関する報告 

 (１) 監査の対象事務    

    平成２８年度・平成２９年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事

業の管理及びその他の事務の執行 

 

 (２) 監査の対象機関 １９３機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

直轄 秘書課 

企画財政部  企画総務課、計画調整課、財政課、改革推進課、情報システム課、地域

政策課、市町村課、土地水政策課、交通政策課 

総務部 人事課、職員健康支援課、文書課、学事課、管財課、統計課、総務事務セ

ンター、税務課、個人県民税対策課、入札課、入札審査課 

県民生活部 広聴広報課、共助社会づくり課、人権推進課、県政情報センター、文化

振興課、国際課、青少年課、男女共同参画課、消費生活課、防犯・交通

安全課、スポーツ振興課、ラクビーワールドカップ2019大会課、オリン

ピック・パラリンピック課 

危機管理防

災部 

危機管理課、消防防災課、化学保安課 

環境部 環境政策課、温暖化対策課、エコタウン環境課、大気環境課、水環境課、

産業廃棄物指導課、資源循環推進課、みどり自然課 

福祉部 福祉政策課、社会福祉課、障害者福祉推進課、障害者支援課、福祉監査

課、地域包括ケア課、高齢者福祉課、少子政策課、こども安全課 

保健医療部  保健医療政策課、国保医療課、医療整備課、医療人材課、健康長寿課、

疾病対策課、生活衛生課、薬務課、食品安全課 

産業労働部 産業労働政策課、商業・サービス産業支援課、産業支援課、先端産業課、

企業立地課、金融課、観光課、勤労者福祉課、就業支援課、シニア活躍推

進課、ウーマノミクス課、産業人材育成課 

農林部 農業政策課、農業ビジネス支援課、農業支援課、生産振興課、森づくり

課、農村整備課、農産物安全課、畜産安全課 

県土整備部  県土整備政策課、建設管理課、用地課、道路政策課、道路街路課、道路

環境課、河川砂防課、水辺再生課 

都市整備部  都市整備政策課、都市計画課、市街地整備課、田園都市づくり課、公園

スタジアム課、建築安全課、住宅課、営繕課、設備課 

会計管理者 出納総務課、会計管理課 

企業局 総務課、財務課、地域整備課、水道企画課、水道管理課 

病院局 経営管理課 

下水道局 下水道管理課、下水道事業課 



 

 (３) 監査実施日 

    平成２９年４月１８日～平成２９年８月２日 

 

 (４) 監査の実施方針 

    事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を

あげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

 (５) 監査の結果 

  ア 指摘事項  

    財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下「事

務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   (ア)事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改善

が必要と認められるもの 

   (イ)事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が

必要と認められるもの 

 

  イ 注意事項 

    事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   (ア)事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必要

行政委員会 

等の事務局 

議会事務局（秘書課、総務課、議事課、政策調査課、図書室）、監査事務

局（監査第一課、監査第二課）、人事委員会事務局（総務給与課、任用審

査課）、労働委員会事務局（審査調整課）、収用委員会事務局 

教育局 総務課、教育政策課、魅力ある高校づくり課、財務課、教職員課、福利課、

県立学校人事課、高校教育指導課、生徒指導課、教職員採用課、保健体育

課、特別支援教育課、小中学校人事課、義務教育指導課、家庭地域連携課、

生涯学習文化財課、人権教育課 

警察本部 総務課、文書課、広報課、情報管理課、留置管理課、会計課、施設課、

装備課、警務課、監察官室、教養課、厚生課、生活安全企画課、子ども

女性安全対策課、少年課、少年捜査課、保安課、生活経済課、サイバー

犯罪対策課、地域課、通信指令課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、刑事総

務課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、鑑識課、科学捜査研究所、

機動捜査隊、組織犯罪対策課、捜査第四課、薬物銃器対策課、国際捜査

課、交通企画課、交通指導課、交通捜査課、交通規制課、交通機動隊、

高速道路交通警察隊、運転免許課、運転管理課、運転免許試験課、公安

第一課、公安第二課、公安第三課、警備課、危機管理課、外事課、機動

隊、さいたま市警察部、第一方面本部、第二方面本部、第三方面本部、

第四方面本部 



と認められるもの 

   (イ)事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必

要と認められるもの 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

ア 指摘事項 

  該当なし 

 

イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

環境部 みどり自然課  平成 28年度の侵略的外来生物県民参加モニタリング

調査運営業務委託契約について、財務規則に「首標金

額は、訂正してはならない。」と規定されているにもか

かわらず、契約書の委託金額が加除訂正されていたこ

とは不適切であった。 

福祉部 地域包括ケア課  平成 27年度の非常勤職員の社会保険料控除に関する

債権管理について、次の点で不適切であった。 

 

 納期限までに納付されなかった社会保険料について、

納期限の翌日から起算して 40日以内に督促すべきとこ

ろ、この期間を超過して督促していた。 

福祉部 こども安全課  平成 29 年３月に発注した下記の印刷物（児童相談所

用の諸様式）については、各々の主要な印刷仕様のほ

か、見積日、納品日、契約相手も同一であった。 

 総額で 10 万円を超える契約にもかかわらず、２者以

上から見積書を徴取せず、一括して発注しなかったこ

とは不適切であった。 

 

  ・納入通知書兼領収書 （98,658 円） 

  ・督促状兼領収書   （92,340 円） 
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